
外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律 

（平成九年六月十八日法律第九十一号） 

 
第一章 総則 

 
（外客来訪促進計画）  

第四条  都道府県は、単独で又は共同して、次に掲げる事項について、当該都道府県内の

外客来訪促進地域への外国人観光旅客の来訪の促進に関する計画（以下「外客来訪促進

計画」という。）を定めることができる。  

一～六  （略）  

七  外客来訪促進地域において地域限定通訳案内士の育成及び確保を図る場合にあっ

ては、地域限定通訳案内士試験の実施に関する事項その他必要な事項  

八  （略） 

２  都道府県は、外客来訪促進計画を定めようとするときは、国土交通大臣の同意を得なけ

ればならない。  

３  国土交通大臣は、外客来訪促進計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、

同意をするものとする。  

一～四  （略）   

五  地域限定通訳案内士試験の実施に関する事項が定められた場合にあっては、次に掲

げる要件に該当するものであること。 

イ 当該地域限定通訳案内士試験が行われる都道府県内の計画地域が、地域固有の観

光の魅力についての通訳案内（通訳案内士法 （昭和二十四年法律第二百十号）第二

条 に規定する通訳案内をいう。以下同じ。）に対する外国人観光旅客の需要に応ずる

に足りる適当な通訳案内士が不足しているため、地域限定通訳案内士の育成及び確

保を図る必要があると認められる地域であること。 

ロ 当該地域限定通訳案内士試験が、円滑かつ確実に実施されると見込まれること。 

六  （略）   

４～６  （略）   

    第二節 地域限定通訳案内士  

（地域限定通訳案内士の業務等）  

第二十三条  地域限定通訳案内士は、その資格を得た都道府県の区域において、報酬を得

て、通訳案内を行うことを業とする。  

２   （略）  



 

（地域限定通訳案内士となる資格）  

第二十四条  地域限定通訳案内士試験に合格した者は、当該地域限定通訳案内士試験が

行われた都道府県の区域において、地域限定通訳案内士となる資格を有する。  

  

（地域限定通訳案内士試験）  

第二十六条  地域限定通訳案内士試験は、地域限定通訳案内士として必要な知識及び能力

を有するかどうかを判定することを目的とする試験とする。  

２  地域限定通訳案内士試験は、都道府県知事が、当該都道府県における地域限定通訳案

内士試験の実施に関する事項を含む外客来訪促進計画について第四条第三項の規定に

より国土交通大臣が同意した場合に限り、次条から第三十三条まで及び第三十六条第一

項の規定並びに国土交通大臣の定める基準に基づき、これを行う。  

 


